
 

 
平成２１年度 事業所評価加算対象事業所について 

 

平成２１年度事業所評価加算対象事業所(事業所評価加算の届出があり、算定基準に

適合する事業所)  
 

 

事業所番号 

 

サービス種類 

 

事業所名称 

 

事業所所在地 

 

3010112831 

 

介護予防通所リハビリテーション

 

きのしたクリニック 

 

和歌山市祢宜970-1 
 

3011410051 

 

介護予防通所リハビリテーション

 

医療法人琴仁会石本病院 

 

海南市船尾365 

 

3011410143 

 

介護予防通所介護 

 

辻秀輝整形外科 

 

海南市名高178-1 
 

3011710138 

 

介護予防通所リハビリテーション

 

稲穂会病院 

 

紀の川市粉河756-3 
 

3051180010 

 

介護予防通所リハビリテーション

 

老人保健施設天寿苑 

 

海草郡紀美野町下佐々385-1
 

3070103431 

 

介護予防通所介護 

 

デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー サ ン

 

和歌山市和田1205番地1 

 

3070105220 

 

介護予防通所介護 

 

デイサービスかがやき 

 

和歌山市祢宜920-1 
 

3070106277 

 

介護予防通所介護 

 

第２デイサービスセンターサン

 

和歌山市和田1207番地の1 

 

3071100097 

 

介護予防通所介護 

 

か ぐ の み 苑 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー

 

海南市下津町丸田1111-1 
 

3071400463 

 

介護予防通所介護 

 

エンジョイさくら 

 

海南市大野中449-3 
 

3071500023 

 

介護予防通所介護 

 

有田市社会福祉協議会 

 

有田市宮原町東215 

 

3071500056 

 

介護予防通所介護 

 

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 田 鶴 苑

 

有田市宮崎町911 

 

3071700151 

 

介護予防通所介護 

 

皆 楽 園 心 愛 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー

 

紀の川市重行31番地 

 

3072100260 

 

介護予防通所介護 

 

白寿苑 デイ サービ スセ ンター

 

日高郡日高川町船津1664 

 
 
【事業所評価加算とは】 

  選択的サービス（運動機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上

サービス）の加算の届出を行い、介護予防通所サービスを提供している事業所に

ついて、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合

が一定以上となった場合に、当該評価期間の翌年度における当該事業所のサービ

ス提供につき算定される加算です。（１００単位／月） 

 



 

 

【算定基準適合事業所の要件】  
 ・ 利用定員・人員基準に適合しているものとして県知事に届け出て運動器機能

向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス（以下「選択的サ

ービス」という。）を行っていること。 

 ・ 利用実人員数が１０人以上であること。 

 ・ （要支援度の維持者数＋改善者数×２）／評価対象期間内に選択的サービス

を３月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧０．７であるこ

と。 

 

【評価対象期間】  
  当該加算を算定する年度の前年の１月から１２月までの期間 


